
 

 

元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金（組織的な取組み） 
 

１ 対象品目・分野  ○水田・畑作  ○園芸  ○畜産 

 

２ 事 業 概 要 

地域農業の持続的発展のため、地域農業を支える多様な担い手による新たなチャレ

ンジ等の取組みのうち、新規就農者を受け入れる体制の強化、生産体制の強化、事業

の継承・発展等の組織的な取組みについて、ハード・ソフトの両面からオーダーメイ

ドで支援します。 

 

３ 利用対象者 

  新規就農者受入協議会、営農組織、農業者組織、農業者団体、外部組織（他産業、他

地域等の参入） 等 

 

４ 支 援 内 容 

(1) 補 助 要 件： 

○ 多様な担い手による地域農業の持続・発展に資する組織的な取組みであること 

○ 取組み状況を積極的に発信すること 

(2) 対 象 経 費： 

事業目標（地域農業の担い手確保、農業産出額の向上、農地利用の改善等）の実現

に直接的に必要な事業に要する経費 

※ 土地の取得及び賃借に係る経費、人件費並びに原則として主たる目的が単に肥

育の用に供する家畜の購入費は対象外 

 (3) 補 助 率：県１/３以内、市町村１/６以内 

   ※ 県域の事業の場合、補助率１/２以内（市町村による協調補助なし） 

(4) 補助対象経費上限額：８００万円（ソフト単独の場合３０万円） 

 

５ 募集期間  

(1) 募集期間：令和５年度の募集は終了しておりますが、随時相談は受け付けます。 

(2) 申請書類（様式）の入手先：最寄りの市町村、県ホームページから入手 

(3) 申込み先：最寄りの市町村 

（県域の取組みの場合、各総合支庁農業振興課） 

 

６ 問合せ先 

【県 庁】 

(1) 機関名・課名：農林水産部農業経営･所得向上推進課 

(2) 担当 (係 )名：農業担い手・所得向上推進担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－３４０５ 

【総合支庁】 

(1) 機関名・課名：各総合支庁農業振興課 

(2) 担当 (係 )名：（村山）農産振興担当、（村山以外）地域農政担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁農業振興課 ０２３－６２１－８３８５ 

          最上総合支庁農業振興課 ０２３３－２９－１３２０ 

          置賜総合支庁農業振興課 ０２３８－２６－６０４９ 

           庄内総合支庁農業振興課 ０２３５－６６－５４９７ 



 

 

元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金 

（女性農業者の活躍促進の取組み） 
 

１ 対象品目・分野  ○水田・畑作  ○園芸  ○畜産 

 

２ 事 業 概 要 

地域農業の持続的発展のため、地域農業を支える多様な担い手による新たなチャレ

ンジ等の取組みのうち、女性農業者組織の活躍促進や、農業における女性の労働環境

改善の取組みについて、ハード・ソフトの両面からオーダーメイドで支援します。 

 

３ 利用対象者 

  農業者組織、農業者団体、組織経営体、家族経営体 等 

 

４ 支 援 内 容 

(1) 補 助 要 件： 

○ 女性農業者の活躍促進や、農業における女性の労働環境改善の取組みであること 

○ 取組み状況を積極的に発信すること 

(2) 対 象 経 費： 

事業目標（女性農業者組織の活動の活性化、働きやすい環境づくりの実現、女性

の経営参画の実現等）の実現に直接的に必要な事業に要する経費 

※ 土地の取得及び賃借に係る経費、人件費並びに原則として主たる目的が単に肥

育の用に供する家畜の購入費は対象外 

(3) 補 助 率：ハード事業の場合、補助率 県１/３以内、市町村１/６以内 

※県域の取組みの場合、補助率１/２以内（市町村による協調補助なし）

ソフト事業の場合、定額（上限 県２０万円、市町村１０万円） 

         

(4) 補助対象経費上限額：ハード事業の場合・・・２００万円 

             ソフト事業の場合・・・３０万円 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：令和５年度の募集は終了しておりますが、随時相談は受け付けます。 

(2) 申請書類（様式）の入手先：最寄りの市町村、県ホームページから入手 

(3) 申込み先：最寄りの市町村 

（県域の事業の場合、各総合支庁農業振興課） 

 

６ 問合せ先 

【県 庁】 

(1) 機関名・課名：農林水産部農業経営･所得向上推進課 

(2) 担当 (係 )名：農業担い手・所得向上推進担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－３４０５ 

 

 

 

 

 

 



 

 

【総合支庁】 

(1) 機関名・課名：各総合支庁農業振興課 

(2) 担当 (係 )名：（村山）農産振興担当、（村山以外）地域農政担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁農業振興課 ０２３－６２１－８３８５ 

          最上総合支庁農業振興課 ０２３３－２９－１３２０ 

          置賜総合支庁農業振興課 ０２３８－２６－６０４９ 

           庄内総合支庁農業振興課 ０２３５－６６－５４９７ 

 



 

 

元気な地域農業担い手育成支援事業費補助金 

（担い手による営農定着の取組み） 
 

１ 対象品目・分野  ○水田・畑作  ○園芸  ○畜産 

 

２ 事 業 概 要 

地域農業の持続的発展のため、地域農業を支える多様な担い手による新たなチャレ

ンジ等の取組みのうち、新規参入者やＵターン就農者、半農半Ｘなど、認定新規就農

者以外の方による営農定着に向けた取組みについて、オーダーメイドで支援します。 

 

３ 利用対象者 

認定新規就農者以外の新規就農者 等 

 

４ 支 援 内 容 

(1) 補 助 要 件： 

○ 新規就農者等の営農定着に向けた取組みであること 

(2) 対 象 経 費： 

営農定着に直接的に必要な事業（施設修繕や農業機械の導入・整備）に要する経費 

※ 土地の取得及び賃借に係る経費、人件費並びに原則として主たる目的が単に肥

育の用に供する家畜の購入費は対象外 

(3) 補 助 率：県１/３以内、市町村１/６以内 

(4) 補助対象経費上限額：２００万円 

(5) その他（協調補助等について）：市町村による協調補助１/６ 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：令和５年度の募集は終了しておりますが、随時相談は受け付けます。 

(2) 申請書類（様式）の入手先：最寄りの市町村、県ホームページから入手 

(3) 申込み先：最寄りの市町村 

 

６ 問合せ先 

【県 庁】 

(1) 機関名・課名：農林水産部農業経営･所得向上推進課 

(2) 担当 (係 )名：農業担い手・所得向上推進担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－３４０５ 

【総合支庁】 

(1) 機関名・課名：各総合支庁農業振興課 

(2) 担当 (係 )名：（村山）農産振興担当、（村山以外）地域農政担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁農業振興課 ０２３－６２１－８３８５ 

          最上総合支庁農業振興課 ０２３３－２９－１３２０ 

          置賜総合支庁農業振興課 ０２３８－２６－６０４９ 

           庄内総合支庁農業振興課 ０２３５－６６－５４９７ 

 



 

雇用就農支援事業費補助金 
 

１ 対象品目・分野  〇水田・畑作  〇園芸  〇畜産   

 

２ 事 業 概 要 

５０歳以上の雇用就農希望者を雇用し、研修を行う農業法人に対して、その研修費

を助成します。 

 

３ 利用対象者 

農業を営む法人 

 

４ 支 援 内 容 

(1)  補 助 要 件： 

５０歳以上の雇用就農希望者を正規雇用し、育成する法人等であること。 

(2) 対 象 経 費：雇用就農希望者に対して実施する研修の経費について、月額５万円の

範囲内で２年間助成。 

(3) 補 助 率：定額 

(4) 補助上限額：年間６０万円 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：一般社団法人山形県農業会議にお問い合わせください。 

(2) 申請書類（様式）の入手先：一般社団法人山形県農業会議ホームページ 

(3) 申込み先：一般社団法人山形県農業会議 

 

６ 問合せ先  

【一般社団法人山形県農業会議】 

(1) 機関名・課名：一般社団法人山形県農業会議 

(2) 電 話 番 号：０２３－６２２－８７１６ 

【県 庁】 

(1) 機関名・課名：農林水産部農業経営・所得向上推進課 

(2) 担当 (係 )名：農業担い手・所得向上推進担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－３４０５ 

 



 

お試し雇用就農助成金 
 

１ 対象品目・分野  〇水田・畑作  〇園芸  〇畜産   

 

２ 事 業 概 要 

県外からの雇用就農希望者を雇用する農業法人に対し、その賃金・報酬等の経費の

一部を助成します。 

 

３ 利用対象者  

  農業を営む法人 

 

４ 支 援 内 容 

(1) 補 助 要 件：１８歳以上６５歳未満の県外からの移住者で雇用就農を希望する者を     

正規雇用する農業法人等 

(2) 対 象 経 費：雇用就農希望者に対して支払う賃金・報酬等 

(3) 補 助 率：定額 

(4) 補助上限額：月額１０万円 

(5) 対 象 期 間：雇用開始から最長４か月間 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：一般社団法人山形県農業会議へお問い合わせください。 

(2) 申請書類（様式）の入手先：一般社団法人山形県農業会議ホームページ 

(3) 申込み先：一般社団法人山形県農業会議 

 

６ 問合せ先  

【一般社団法人山形県農業会議】 

(1) 機関名・課名：一般社団法人山形県農業会議 

(2) 電 話 番 号：０２３－６２２－８７１６ 

【県 庁】 

(1) 機関名・課名：農林水産部農業経営・所得向上推進課 

(2) 担当 (係 )名：農業担い手・所得向上推進担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－３４０５ 

 



 

 

経営継承準備支援 
 

１ 対象品目・分野  〇水田・畑作  〇園芸  〇畜産 

 

２ 事 業 概 要 

農業経営の第三者継承を行う場合に経営移譲者が負担する、専門家等による資産評

価や譲渡契約締結等の経費経営移譲にかかる経費の一部を助成します。 

 

３ 利用対象者  

  経営継承を経営継承相談ワンストップ窓口（やまがた農業支援センター）に相談し、

第三者継承に向け移譲者と継承者の合意がなされている農業者（経営移譲希望者）の

方 

 

４ 支 援 内 容 

(1)  補 助 要 件：経営移譲希望者（農業者）と経営継承希望者（新規就農者）の間で第

三者継承の合意がなされていること又は合意がなされることが確実と

見込まれること 

(2) 対 象 経 費：不動産鑑定、契約書作成及び不動産登記等に要する経費、農業用機械

価格査定等に要する経費 等 

(3) 補 助 率：対象経費の１/２又は５０万円のいずれか低い額 

(4) 補助上限額：５０万円 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：令和５年４月上旬以降随時 

(2) 申込み先：農林水産部農業経営・所得向上推進課 

 

６ 問合せ先  

【(公財)やまがた農業支援センター】 

(1) 機関名・課名：(公財)やまがた農業支援センター 

(2) 担当 (係 )名：新規就農担い手支援課 

(3) 電 話 番 号：０２３－６４１－１１１７ 

【県 庁】 

(1) 機関名・課名：農林水産部農業経営・所得向上推進課 

(2) 担当 (係 )名：農業担い手・所得向上推進担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－２４６４ 

 

 

 



 

新規就農者育成総合対策等事業費補助金（経営開始助成金） 
 

１ 対象品目・分野  〇水田・畑作  〇園芸  〇畜産 

 

２ 事 業 概 要 

地域の農業の担い手としてだけではなく、地域コミュニティの維持及び活性化に必

要な人材であるＵターンによる親元就農者や半農半Ｘで就農を希望する方の就農開始

を支援します。 

 

３ 利用対象者  

  県外からの移住者で新たに農業を始めるＵターン就農者や半農半Ｘの方 等 

 

４ 支 援 内 容 

(1)  補 助 要 件：次に該当する認定新規就農者以外の方で、２年以上の営農継続の見込 

みがある方（６５歳未満）に対する助成 

① 県外からのＵターン等で家族経営協定等を締結し、親の経営に専

従者として就農する方 

② 農地を確保済み又は確保が確実と認められる方 

(2) 対 象 経 費：営農開始時に必要な経費 

(3) 補 助 率：定額 

(4) 補助上限額：７５万円 最長１年間 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：令和５年度の募集は終了しておりますが、随時相談は受け付けます。 

(2) 申込み先：最寄りの市町村 

 

６ 問合せ先  

【県 庁】 

(1) 機関名・課名：農林水産部農業経営・所得向上推進課 

(2) 担当 (係 )名：農業担い手・所得向上推進担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－２４６４ 

【総合支庁】 

(1) 機関名・課名：各総合支庁農業振興課 

(2) 担当 (係 )名：地域農政担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁農業振興課 ０２３－６２１－８３８３ 

          最上総合支庁農業振興課 ０２３３－２９－１３２０ 

          置賜総合支庁農業振興課 ０２３８－２６－６０４９ 

           庄内総合支庁農業振興課 ０２３５－６６－５７２４ 

 



 

集落営農活性化促進事業費補助金 
 

１ 対象品目・分野  〇水田・畑作  〇園芸  〇畜産 

 

２ 事 業 概 要 

集落営農における活性化に向けたビジョンづくりやビジョンに基づく人材の確保、

新たな作物の導入等の具体的な取組みを支援します。 

 

３ 利用対象者 

営農集団・集落営農組織・農業者が組織する団体 

 

４ 支 援 内 容 

(1) 補 助 要 件： 

○ 集落営農の目指す農業の姿と具体的な戦略を定めたビジョンを作成 

○ 成果目標の設定 

(2) 対 象 経 費： 

○ (1)で示したビジョン作成に係る経費 

○ ビジョンの実現に向けて行う具体的な取組みのうち、以下のもの 

① 人材の確保 

② 収益力向上に向けた取組み 

③ 組織の法人化 

④ 共同利用機械等の導入経費 

(3) 補 助 率： 

○ ビジョン作成に係る経費 … 定額 

○ 人材の確保 …１００万円上限/年（最長３年間） 

○ 収益力向上に向けた取組み … 定額 

○ 組織の法人化 … ２５万円 

○ 共同利用機械等の導入経費 … １/２以内 

(4) 補助上限額：１，０００万円（１ビジョン当たり４年間の取組の合計額） 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：令和６年度分は令和６年２月中旬～３月中旬に実施予定です。 

     ※令和５年度分の募集は終了しておりますが、随時相談は受け付けます。 

(2) 申請書類（様式）の入手先：最寄りの市町村 

(3) 申込み先：最寄りの市町村 

 

６ 問合せ先 

【県 庁】 

(1) 機関名・課名：農林水産部農業経営･所得向上推進課 

(2) 担当 (係 )名：農業担い手・所得向上推進担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－２４２４ 

 

 

 

 

 



 

【総合支庁】 

(1) 機関名・課名：各総合支庁農業振興課 

(2) 担当 (係 )名：地域農政担当 

(3) 電 話 番 号：村山総合支庁農業振興課 ０２３－６２１－８３８５ 

          最上総合支庁農業振興課 ０２３３－２９－１３２０ 

          置賜総合支庁農業振興課 ０２３８－２６－６０４９ 

           庄内総合支庁農業振興課 ０２３５－６６－５４９７ 



 

かがやく果樹産地づくり強化事業費補助金 

（果樹王国やまがた再生戦略推進事業） 
 

１ 対象品目・分野  〇園芸 

 

２ 事 業 概 要 

ＪＡ、農業法人、担い手協議会等が行う果樹団地等の整備に向けた先行投資に対す

る支援を行います。 

 

３ 利用対象者  

  公社、農業者の組織する団体（農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、

農地所有適格法人、任意組織）、民間事業者等 

 

４ 支 援 内 容 

(1) 補 助 要 件： 

〇 国事業（産地生産基盤パワーアップ事業又は果樹経営支援等対策事業）の計画が

承認されていること 

〇 果樹再生戦略計画が承認されていること 

〇 新たな担い手が参入すること 

 

(2) 対 象 経 費：①果樹団地の先行投資型整備支援 

         ②整備後の未収益期間における苗木養成支援 

 

(3) 補 助 率：①7/10以上〔国5/10、県2/10、市町村（任意）〕 

         ②定額〔国22万円/10a、県22万円/10a〕 

 

５ 募 集 期 間 

(1) 募集期間：随時、相談を受け付けます。 

(2) 申請書類（様式）の入手先：最寄りの市町村又は各総合支庁農業振興課 

(3) 申込み先：最寄りの市町村 

 

６ 問 合 せ 先 

(1) 機関名・課名：農林水産部園芸大国推進課  

(2) 担当 (係 )名：果樹振興担当 

(3) 電 話 番 号：０２３－６３０－２４６６ 

 


